
八代市立博物館解説シート 

松井家の二つの顔 殿? 家臣? 

この展示では、八代城主松井家にまつわる主従関係を考えます。 

 松井家は、熊本藩主細川家の家臣で、正保３年（１６４６）から八代城を預かりました。江戸時代、主

君が家臣に領地を与える時、知行宛行状
ちぎょうあてがいじょう

と呼ばれる文書を発給しました。この知行宛行状から、細川

―松井、徳川―松井、松井―竹田のあいだに結ばれた主従関係を明らかにします。 

■細川忠興知行宛行状
ほそかわただおきちぎょうあてがいじょう

 松井康之・松井興長宛 慶長 6年（1601）10 月 松井文庫所蔵 

 

 

細川忠興が松井康之と松井興長に豊前国・

豊後国合わせて約2万6千石を与えるという書状です。慶長5年（1600）の関ヶ原合戦で活躍した忠興

は合戦後、徳川家康から豊前一国と豊後国速見郡・国東郡を与えられました。それに伴い、細川家の

家老だった松井家も豊前・豊後へと移り、細川家を支えました。その後、寛永 9 年（1632）に肥後へと移

った細川家とともに、松井家も肥後へ移り住み、家老として長く細川家に仕えました。 

 

■細川綱利知行宛行状
ほそ か わ つ な と し ち ぎ ょ う あ て が い じ ょ う

 松井寄之宛 寛文元年（1661）8月 5日 松井文庫所蔵 

 

熊本藩主細川綱利から筆頭家老松井寄之

へ宛てられた書状です。松井寄之に玉名・合

志・八代郡の内に３万石の領地を与えると書かれています。細川綱利は４代目将軍徳川家綱から一字

を与えられた人物で、寛文元年（1661）３月に藩主として肥後国に入国しています。松井寄之は、松井

家３代目当主であり、この年の６月に父興長を亡くし、家督を相続するに伴って、この書状が発給され

ました。 
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■細川綱利知行宛行状
ほそ か わ つ な と し ち ぎ ょ う あ て が い じ ょ う

 松井直之宛 天和 3年（1683）12 月 27 日 松井文庫所蔵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天和３年（1683）細川綱利から松井直之に出されたものです。本状は、この年、直之が着手した細川

藩の財政再建のための知行割替に伴って出された文書で、直之に与えられた領地が非常に詳しく記さ

れており、現在の町名も多くみることができます。綱利は、父光尚の急逝により８歳で遺領を相続した

ので、直之は家老として政務の中枢を担いました。また、直之は松浜軒を建てた人物としても知られて

います。 
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■松井康之知行宛行状
まついやすゆきちぎょうあてがいじょう

 天正 15 年（1587）12 月 19 日 本館蔵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この書状は、天正１５年（1587）松井康之から

家臣の竹田藤松（定勝）に宛てられたものです。

丹後国（京都府）の二ケ村（加佐郡大江町）・市

場村（船井郡和知町）のうち、125石分の領地を

与えるという内容です。竹田家はもともと足利

将軍に仕えていました。しかし室町幕府の崩壊

とともに、３代藤松の時、縁故のあった松井康

之に仕えることになりました。これ以降、竹田家

は家臣として長く松井家を支えていきました。 

               

 

■松井章之知行宛行状
まついてるゆきちぎょうあてがいじょう

 竹田定矩宛  天保 12 年（1841）2 月 4日 本館蔵 

 

松井家の１０代目当主章之（1813～1887）が、松井家の家老である松井角左衛門（1795～1849）に

対して、八代郡・益城郡の村の内、千石を領地として与えるという書状です。松井角左衛門は、別名を

竹田定矩といい、竹田家は松井家の家老を代々務め、その信任も厚く、松井の姓を名のることを許さ

れていました。この書状が出される３ケ月前に、松井家９代目督之が亡くなりましたが、その跡を継い

だ章之も竹田家に対して、従来の領地を保証するということを示しています。 
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■幕府老中連署奉書
ば く ふ ろ う じ ゅ う れ ん し ょ ほ う し ょ

 細川斉護宛 天保 11 年（1840）12 月 23 日 松井文庫所蔵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出品リスト 

 

※この展示は、学芸員実習の一環として行いました。毎年８月になると、大学生が実習を受けるため博

物館にやってきます。学芸員の資格を取るためには、一定期間の実習を受けることが必要です。今年

は８名の実習生が、八代市立博物館で実習を受けました。実習期間の６日間を使って、展示企画を考

え、作品の解説文を作りました。この解説シートの原稿は、実習生が作文したものです。 
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番号 調査番号 名称 宛名 年号 西暦 日付 品質・形状 法量

1 松井72-1-2 細川忠興知行宛行状 松井康之・興長 慶長6年 1601 10月 紙本墨書・竪紙 33.5×50.1

2 松井72-5-2 細川綱利知行宛行状 松井寄之 寛文元年 1661 8月5日 紙本墨書・竪紙 41.8×56.6

3 松井72-6 細川綱利知行宛行状 松井直之 天和3年 1683 12月27日 紙本墨書・竪紙 47.1×63.9

4 竹田50-3 松井康之知行宛行状 竹田藤松 天正15年 1587 12月19日 紙本墨書・折紙 30.8×46.0

5 竹田133-6 松井章之知行宛行状 竹田定矩 天保12年 1841 2月4日 紙本墨書・竪紙 39.8×53.5

6 松井69-10 幕府老中連署奉書 細川斉護 天保11年 1840 12月23日 紙本墨書・折紙 40.7×56.3


